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第７章 

計画の目標と目標達成のための取り組み 
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2.公共交通の利用促進に係る施策 

基本方針①：市内各地域の課題やニーズに対応

し、地域間格差の是正を促す公共交

通サービスの充実 

基本方針④：公共交通機関相互の連携による 

公共交通ネットワークの機能強化 

■■公共交通に係る課題■■ 

 

課題①：高齢化に対応した持続可能な 

公共交通の確保・維持 

課題②：地域単位での住民ニーズや利用

目的に応じた公共交通ネット

ワークの構築 

課題③：公共交通機関相互の連携による

利便性の向上 

課題④：まちづくりと公共交通の連携に

よる将来像の実現 

課題⑤：各主体（市民（地域）・企業・交

通事業者・行政）における役割の

明確化と一体的な取り組み 

福津市における公共交通の基本方針 計画目標・目標達成に向けた施策 

基本方針②：3 つの拠点へのアクセス性向上によ

る市全体の活性化 

７．計画の目標と目標達成のための取り組み 

７-１．計画目標の設定 

福津市における交通将来像の実現に向けて、公共交通の抱える課題を解決させる公共交通のあり方や基本方針に基づいた公共交通施策を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福津市における公共交通ネットワークのあり方 

①幹線軸として機能する鉄道や路線バスについて、その機能を維持します。 

②支線軸であるコミュニティバスは、市民の生活行動や利用実態を踏まえ、中心拠点のＪＲ福間駅周辺や地域拠点
を核として、観光交流スポット等との連携を見据えたバスネットワークを見直し・再編します。併せて、市民の
利用が多い市外の総合病院などの施設への路線や、民間路線バスが撤退した代替の路線などについて、近隣自治
体との連携による運行を検討します。 

③さらに、幹線軸を補完し高いサービス水準を有することで、幹線的な機能やサービスを担う新たなコミュニティ
バス路線の導入を進めます。 

④その他の需要の少ない縁辺地域は、地域連携エリアと位置づけ、バスネットワークを補完しつつ、柔軟に対応  
可能なタクシー等を活用した交通サービスの導入を検討します。 

⑤利用状況に応じて、地域公共交通ネットワークを改善できる仕組みや体制も併せて構築します。 

1.公共交通ネットワークの維持・確保に係る施策 

①幹線軸（ＪＲ・民間バス路線）のサービスの維持 
②幹線軸を強化するネットワークの新設（準幹線） 

③幹線軸を補完するネットワークの見直し（支線） 
④地域連携エリアにおける移動手段の確保と支援 
→タクシーを活用した移動支援 

目標Ⅰ.公共交通利用者の増加 

⇒ 指標：鉄道駅別利用者、路線バス利用者数、ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ収支率 

目標Ⅲ.公共交通に対する安心感の確保 

（2）利用者目線によるわかりやすい情報を提供する施策 

⑧公共交通の利便性向上と周知を促す情報の提供 
→乗り継ぎ拠点における総合案内板の設置 

→バス停案内表示の充実 

→公共交通案内マップの作成・配布 

→時刻表の改正・配布 

→ホームページ及びＳＮＳの開設・活用 

⑨わかりやすいバス系統及び車両の表示 
⑩わかりやすい乗り継ぎ情報の提供 
⑪免許返納者に対する優遇措置の普及促進 
 ⇒ 指標：公共交通の利便性に関する満足度の評価割合 

（3）地域づくりと一体となった公共交通利用への意識を 
醸成する施策 

⑫企業と一体となった取り組みの実施 
→車内広告や駅・バス停のネーミングライツ等の実施 

⑬地域やコミュニティと一体となった取り組みの実施 

→コミュニティバスの利用促進に向けた沿線住民と行政の共働 

※地域や自治会が主体となった新たな事業主体による運行の 

導入検討 

→利用状況やニーズを踏まえた路線の見直し 

目標Ⅳ.公共交通利用への意識の醸成 

⇒ 指標：地域コミュニティとの共働に取り組む地域数 

（1）公共交通の利用促進を誘導する施策 

⑤主要な停留所における乗り継ぎ・待合環境の改善 
⑥乗り継ぎ運行ダイヤの調整 
⑦乗り継ぎ割引運賃や企画切符の導入検討 

目標Ⅱ.乗り継ぎ・待合い環境の改善による利便性の向上 

⇒ 指標：（主要な停留所）バス待ち改善箇所数 

基本方針⑤：多様な主体の連携による持続可能

な体制や仕組みの構築 

基本方針③：観光資源との連携による交流人口

の拡大 
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７-２．計画目標の数値指標 

計画の達成状況を評価するための指標を、以下のとおり設定します。 

▼評価指標の定義と現況値・目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画目標 
上段：指標の定義 

現況値 目標値 
下段：目標値設定の考え方 

目標Ⅰ 

公共交通 

利用者の 

増加 

◆Ⅰ-①：公共交通手段別の年間乗降客数 

◇Ⅰ-①-Ａ：鉄道（幹線）の駅別日利用者数 

⇒鉄道の駅別一日あたりの利用者数の総和 

◇Ⅰ-①-Ｂ：路線バス（幹線）の路線別日利用者数 

⇒路線バスの路線別一日あたりの利用者数 

◇Ⅰ-①-Ｃ：ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ(準幹線・支線）の路線別日利用者数 

⇒ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽの路線別一日あたりの利用者の総和 

鉄道 

11,151 人/日 

路線ﾊﾞｽ 

西鉄 7,015 人/日 

(うち津屋崎～鐘崎線

(全体)1,660 人/日) 

JR   777 人/日 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ 

      353 人/日 

現状のサービス

を維持しつつ、利

用者数を増加す

る 

・現在の各公共交通機関のサービスを維持させていくこと

を目指すものとして設定 

◆Ⅰ-②：幹線補助路線の収支率 

⇒幹線補助の対象である津屋崎～鐘崎線の収支率 

収支率 54.6％ 

【公的負担額】 

国:11,722,000:円 

県:11,566,000 円 

市:1,574,000 円 

収支率が現況値

を上回る ・地域公共交通確保維持事業を活用しつつ、幹線としてサー

ビスの維持を目指すものとして設定 

◆Ⅰ-③：コミュニティバスの収支比率 

⇒コミュニティバスの路線別及び平均収支率 

周回線:16.8％ 

津屋崎線:19.0％ 

上西郷線:9.1％ 

勝浦線:28.4％ 

東福間･若木台線:24.0％ 

平均：19.8％ 

収支率が最低の

路線が、現状の平

均収支率

（19.8％）を上

回る 

・住民ニーズを十分に反映したルート設定や利用促進施策

を展開する中で、一人でも多く利用することを目指すも

のとして設定 

目標Ⅱ 

乗り継ぎ・ 

待合環境の 

改善による 

利便性向上 

◆Ⅱ：主要な停留所におけるバス待ち改善箇所数 

⇒主要停留所での乗り継ぎ・待合環境の改善個所数 

－ 5 箇所 ・乗り継ぎ・待合環境の改善により、利用者の負担軽減や

利便性が向上することで、利用者数の増加を目指すもの

として設定 

目標Ⅲ 

公共交通に 

対する安心 

感の確保 

◆Ⅲ：公共交通の利便性に関する満足度評価割合 

⇒市民意識調査において、地域での暮らしで困って

いることについての設問のうち、「買物や通院の

日常交通の便利さ」に対する回答結果の割合 

市平均 36.6％ 

8 つの郷づくりで

｢満足｣｢やや満足｣

の割合 

全ての地域にお

いて満足度が市

平均（36.6％）

以上となる 
・市民の公共交通の利便性向上を目指すものとして設定 

目標Ⅳ 

公共交通  

利用への 

意識の醸成 

◆Ⅳ-①：市民との意見交換会の実施地域・回数 

⇒郷づくり地域を単位とした意見交換会の回数 
０回 

郷づくりの 8 地

域を対象に、各地

域 1 回の計 8 回 
・市民との意見交換会や話し合いの場を設けることで、公

共交通への理解と利用促進を目指すものとして設定 

◆Ⅳ-②：地域コミュニティとの共働を取り組む地域数 

⇒行政と地域コミュニティが共働しつつ、地域や自

治会が主体となり利用促進に向けた取り組みを

協議・実践する地域数 
０地域 

協議・実践する地

域を３地域 

・市民の積極的な参加による、公共交通の利用促進及び利

便性向上を目指すものとして設定 
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７-３．目標達成のために行う事業・事業主体・実施時期 

 

 

 

（１）公共交通ネットワークの維持・確保に係る施策 

福津市が目指すまちづくりの実現に向け、公共交通ネットワークを維持・確保するためには、  

事業者が利用者のニーズや需要に対応するサービスの提供を行うとともに、利用者である市民の

積極的な公共交通の利用が求められます。 

そのためには、地域・コミュニティと行政、交通事業者の共働の下で、持続可能な公共交通ネッ

トワークの構築に向けて、検討・計画・実施・検証・改善を繰り返し実践していくことが、重要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■公共交通ネットワークの維持・確保に係る施策のメニューと実施主体 

計画目標 施策の分類 具体的な取り組みの例 実施主体 関係者の役割 

目標Ⅰ 

公共交通 

利用者の 

増加 

公共交通ネッ

トワークの維

持・確保に係

る施策 

①幹線軸（ＪＲ・民間バス路線）

のサービスの維持 

1）需要に応じた運行本数の確保 

2）施設・車両のバリアフリー化  

   等 

行政 

交通事業者 

市民・行政の協力
のもと、交通事業
者が主体的に実施 
 
交通事業者や沿線
住民の協力のもと
、行政が主体的に
実施 

②幹線軸を強化するネットワー

クの新設（準幹線） 

3）拠点間の移動や観光振興への

対応を考慮した幹線的な役割

を担うバス路線の新設 

    等 

行政 

交通事業者 

交通事業者や沿線
住民の協力のもと
、行政が主体的に
実施 

③幹線軸を補完するネットワー

クの見直し（支線） 

4）利用ニーズや公共交通空白地

域への対応を考慮したコミュ

ニティバス路線の見直し 

5）路線の見直し・改善の仕組み

の構築 

  等 

行政 

交通事業者 

市民 

交通事業者や沿線
住民の協力のもと
、行政が主体的に
実施 

④地域連携エリアにおける移動

手段の確保と支援 

6）タクシーを活用した移動支援 

 

行政 

交通事業者や沿線
住民の協力のもと
、行政が主体的に
実施 

 

本計画の目標を達成するために実施する個別事業の取り組み内容と実施主体、ならびに実施

予定時期について、施策ごとに以下に整理します。 
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●公共交通ネットワークの維持・確保に係る施策 

施策名 ①幹線軸（JR・民間バス路線）のサービスの維持 

該当する 
計画目標 目標Ⅰ_公共交通利用者の増加 

取り組み 
内容 

 

1）需要に応じた運行本数の確保 

・通勤時や帰宅時などの需要が集中する時間帯や昼間の移動など、交通需要に応じた

運行頻度や運行車両の適正化を図り、運行サービスの維持・確保に努めます。 

1’)地域公共交通確保維持事業を活用し維持する路線 

系統名 起点 経由地 終点 事業許可区分 運行態様 実施主体 補助事業の活用 

津屋崎～

鐘崎線 

東郷駅 波止場・東

町 

光陽台六

丁目 

4 条乗合 路線定期

運行  

西鉄バス

宗像（株） 

幹線補助 

 

2）施設・車両のバリアフリー化 

・鉄道駅やバス停周辺において、歩道の段差解消などのバリアフリー化を進めます。 

・高齢者や体の不自由な方など、公共交通への利用抵抗を減らすため、更新時期に合

せて、低床バスやワンステップバスの導入を図り、バリアフリー化を進めます。 

 

取り組み 
内容 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

1）需要に応じ
た運行本数
の確保 

交通事業者        

2）施設・車両
のバリアフ
リー化 

行政 
交通事業者 

       

 

 

施策名 ②幹線軸を強化するネットワークの新設（準幹線） 

該当する 
計画目標 目標Ⅰ_公共交通利用者の増加 

取り組み 
内容 

 

3）拠点間の移動や観光振興への対応を考慮した幹線的な役割を担うバス路線

の新設 

・まちの骨格を形成する拠点間を結ぶ幹線軸（鉄道や民間バス路線）を強化し、利用

者の利便性の向上を図る新たなバス路線の導入を目指し、路線整備に向けて協議を

進めていきます。 

 

取り組み 
内容 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

3）拠点間の移
動や観光振
興への対応
を考慮した
幹線的な役
割を担うバ
ス路線の新
設 

行政 
交通事業者 

  
 

    

  

実施・継続 

順次実施 

計画 実施 実施準備・調整 
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施策名 ③幹線軸を補完するネットワークの見直し（支線） 

該当する 
計画目標 目標Ⅰ_公共交通利用者の増加 

取り組み 
内容 

 

4）利用ニーズや公共交通空白地域への対応を考慮したコミュニティバス路線

の見直し 

・地域住民の移動ニーズや高齢者をはじめとした移動困難者の居住分布などを踏まえ

て、既存のコミュニティバス路線の見直し及び新規導入の検討を行い、路線整備に

向けて協議を進めていきます。 

・公共交通空白地域の解消に向け、路線・運行ルートの再編を行います。 

5）路線の見直し・改善の仕組みの構築 

・コミュニティバスの効率的・持続可能な運営を行うために、運行見直し・改善や新

規導入を議論することが必要です。一定のプロセスに沿って、市民、交通事業者、

行政が連携して路線の見直し・改善を行う仕組みをつくります。 

 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2026年 
（R7 

4）利用ニーズ
や公共交通
空白地域へ
の対応を考
慮したコミ
ュニティバ
ス路線の見
直し 

行政        

5）路線の見直
し・改善の
仕組みの構
築 

行政 

交通事業者 

市民 

       

 

施策名 ④地域連携エリアにおける移動手段の確保と支援 

該当する 
計画目標 目標Ⅰ_公共交通利用者の増加 

取り組み 
内容 

 

6）タクシーを活用した移動支援 

・需要の極端に少なく定時定路線を敷くことが難しい地域において、居住地から路線

バスやコミュニティバスの主な停留所、ならびに商業施設や病院などの目的地への

移動手段として、タクシーを活用するための支援策（費用の一部負担など）の導入

を図ります。 

 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

6）タクシーを
活用した移
動支援 

行政 
       

  

計画 実施 実施準備・調整 

計画 実施 実施準備・調整 

計画 実施 実施準備・調整 
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（２）公共交通の利用促進に係る施策 

福津市が目指すまちづくりの実現に向け、公共交通ネットワークを維持・活性化するためには、  

誰もがわかりやすく、安全に利用しやすい、また利用したくなる環境を整備することが必要です。 

そのためには、地域と行政、交通事業者の共働の下で、さまざまな利用促進施策を検討、計画、

実施、検証、改善を繰り返して実践していくことが求められます。 

そして、これらの施策の展開にあたっては、個々の施策が連動して実行される中で、利用者で

ある市民一人ひとりの意識の変革、さらには交通行動の変容を促す取り組み（モビリティ・マネ

ジメント）もあわせて実践していくことが重要です。 
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■公共交通の利用促進に係る施策のメニューと実施主体 

計画目標 
施策 
の分類 

具体的な取り組みの例 実施主体 関係者の役割 

目標Ⅱ 

乗り継ぎ・ 

待合環境の 

改善による 

利便性向上 

 

（1） 

公共交通の

利用促進を

誘導する施

策 

 

⑤主要な停留所における乗り継ぎ・待合

環境の改善 

7）乗り継ぎ拠点等における乗り継ぎ・待合環

境の改善 

8）各停留所における待合・乗降環境の改善            

等 

行政 

交通事業者 

企業･商店等 

交通事業者の協
力のもと、行政
が主体的に実施 

⑥乗り継ぎ運行ダイヤの調整 

9）主要な乗り継ぎ拠点(駅やバス停)での運行

ダイヤの時間調整    等 

行政 

交通事業者 

行政の協力のも
と交通事業者が
主体的に実施 

⑦乗り継ぎ割引運賃や企画切符の 

導入検討･調整 

10）回数券･定期券（コミュニティバス） 

11）乗り継ぎ割引制度 

12）乗車特典制度         等 

行政 

交通事業者 

企業･商店等 

行政と交通事業
者、企業・商店等
の連携のもとで
実施 

目標Ⅲ 

公共交通に 

対する安心 

感の確保 

 

（2） 

利用者目線

によるわか

りやすい情

報を提供す

る施策 

 

⑧公共交通の利便性向上と周知を 

促す情報の提供 

13）乗り継ぎ拠点における総合案内板の設置 

14）バス停案内表示の充実 

15）公共交通案内マップの作成・配布 

16）時刻表の改正・配布 

17）ホームページ及び SNSの開設・充実等 

行政 

交通事業者 

交通事業者の協
力のもと、行政
が主体となって
実施 

⑨わかりやすいバス系統及び車両の 

表示 

18）わかりやすい系統名・バス停名の設定 

19）バス車両、バス停等への系統表示 

等 

行政 

交通事業者 

交通事業者の協
力のもと、行政
が主体となって
実施 

⑩わかりやすい乗り継ぎ情報の提供 

20）乗り継ぎ拠点におけるわかりやすい乗り継

ぎ情報の表示           等 

行政 
行政が主体的に
実施 

⑪免許返納者に対する優遇措置の 

普及促進 

21）免許返納者に対する環境整備の 

推進・普及          等 

行政 

交通事業者の協
力のもと、行政
が主体的に実施 

目標Ⅳ 

公共交通  

利用への 

意識の醸成 

 

（3） 

地域づくり

と一体とな

った公共交

通利用への

意識を醸成

する施策 

 

⑫企業と一体となった取り組みの実施 

22）車内広告や駅･バス停のネーミング 

ライツ等企業と一体となった取り組みの

実施            等 

行政 

交通事業者 

企業 地域や関係団体
独自の活動は、
行政の支援のも
と、各自が主体
的に実施 

⑬地域やコミュニティと一体となった取

り組みの実施 

23）コミュニティバスの利用促進に向けた地域

･コミュニティと行政の共働  等 

行政 

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ 
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●公共交通の利用促進に係る施策 

１）公共交通の利用促進を誘導する 

施策名 ⑤主要な停留所における乗り継ぎ・待合環境の改善 

該当する 
計画目標 目標Ⅱ_乗り継ぎ・待合い環境の改善による利便性の向上 

取り組み 
内容 

7）乗り継ぎ拠点等における乗り継ぎ・待合環境の改善 

8）各停留所における待合・乗降環境の改善 

・利用者が多いバス停や交通結節点

のバス停において、上屋、ベンチ、

照明等を整備し、待ち合い環境を

改善します。 

・バス停周辺の商店や公共施設との

連携・協力のもと、快適なバス待

ちスペースの確保を進めます。

（ベンチの設置、風よけスペース

の確保等） 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年
（R7） 

7）乗り継ぎ拠
点等におけ
る乗り継ぎ
・待合環境
の改善 

行政 
交通事業者 
企業・商店 
等 

       

8）各停留所に
お け る 待
合・乗降環
境の改善 

行政 
交通事業者 
企業・商店 
等 

       

 

施策名 ⑥乗り継ぎ運行ダイヤの調整 

該当する 
計画目標 目標Ⅱ_乗り継ぎ・待合い環境の改善による利便性の向上 

取り組み 
内容 

9）主要な乗り継ぎ拠点(駅やバス停)での運行ダイヤの時間調整 

・鉄道駅や主な民間路線バスの停留所において、適

切な乗り継ぎ時間を確保し、乗り継ぎ利用に配慮

したダイヤ調整を図ります。 

・なお、ダイヤ調整が困難な箇所や時間帯について

は、スムーズに乗り継ぎできる便の組み合わせに

関する情報提供を行うことで利用者の利便性向

上に努めます。 

 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

9）主要な乗り
継ぎ拠点(駅
やバス停)で
の運行ﾀﾞｲﾔ
の時間調整 

行政 

交通事業者 
       

  

■乗り継ぎ時刻表イメージ 
（石川県白山市） 

■商業施設と連携したバス待ち環境改善の事例 
（大分県豊後大野市） 

検討・調整 実施 

検討・調整 実施 

順次実施 
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施策名 ⑦乗り継ぎ割引運賃や企画切符の導入検討･調整 

該当する 
計画目標 目標Ⅱ_乗り継ぎ・待合い環境の改善による利便性の向上 

取り組み 
内容 

 

10）回数券･定期券の充実（コミュニティバス） 

・複数回の利用者に対して、回数券や定期券等のような乗車券の発行を検討します。 

 

11）乗り継ぎ割引制度 

・公共交通を乗り継いで利用した方に対しての運賃割引などの特典制度を検討します。 

 

12）乗車特典制度の拡充 

・公共交通を利用することで各種割引特典が優遇される制度を検討します。 

 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

10）回数券･
定期券の充
実（コミュ
ニ テ ィ バ
ス） 

行政 

交通事業者 
  

 
    

11）乗り継ぎ
割引制度 

行政 

交通事業者 
 

 
    

 

12）乗車特典
制度の拡充 

行政 

交通事業者 

企業・商店 

等 

       

 

 

  

導入検討 

調整 実施 

導入検討 

導入検討 
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２）利用者目線によるわかりやすい情報を提供する 
施策名 ⑧公共交通の利便性向上と周知を促す情報の提供 

該当する 
計画目標 目標Ⅲ_公共交通に対する安心感の確保 

取り組み 
内容 

13）乗り継ぎ拠点における総合案内板の設置 

・乗り継ぎ利用者の多い駅やバス停において、乗り継

ぎ利便性を高めるために、乗り場案内や乗り継ぎ案

内、誘導案内、周辺案内などの案内板を整備します。 

・さらに、ピクトグラムを活用することにより、誰

もがわかりやすいサイン表示を導入した案内板の

整備を図ります。 

 

14）バス停案内表示の充実 

・体の不自由な方や高齢者、来訪者など、誰

もがわかりやすいバス停案内表示を検討し

ます。 

 

15）公共交通案内マップの作成・配布 

・市内すべての公共交通の路線、乗り場、連

絡先等の情報を集約化した総合公共交通

マップを作成し配布します。 

 

16）時刻表の改正・配布 

・コミュニティバスの見直しに伴い、

改正した時刻表の全戸配布を行い

ます。 

 

17）ホームページ及び 

SNSの開設・充実 

・公共交通の運行情報等を広く周知し

てもらうために、ホームページやＳ

ＮＳを積極的に活用します。 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

13）乗り継ぎ
拠点におけ
る総合案内
板の設置 

行政   
 

    

14）バス停案
内表示の充
実 

行政        

15）公共交通
案内マップ
の作成・配
布 

行政        

16）時刻表の
改正・配布 行政        

17 ） ホ ー ム
ページ及び
SNS の 開
設・充実 

行政 
交通事業者        

 

■ピクトグラムサイン 

■簡易ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの事例（合志市･菊陽町） 

■公共交通マップの事例（岡山県笠岡市） 

企画 調整 実施 

作成 配布 

企画 調整 実施 

企画 調整 実施 

作成 配布 
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施策名 ⑨わかりやすいバス系統及び車両の表示 

該当する 
計画目標 目標Ⅲ_公共交通に対する安心感の確保 

取り組み 
内容 

 

18）わかりやすい系統名・バス停名の設定 

19）バス車両、バス停等への系統表示 

・行き先方面別に色分けや番号付けを行うなど、誰もが理解しやすいバス系統の検討を

行います。さらに、バス停において紛らわしい表現や難しい読みの場合は、わかりや

すい施設名に名称を変更するか、ルビを入れるなどの工夫を行います。 

 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

18）わかりや
す い 系 統
名・バス停
名の設定 

行政 

交通事業者 
       

19）バス車両、
バス停等へ
の系統表示 

行政 

交通事業者 
       

 

施策名 ⑩わかりやすい乗り継ぎ情報の提供 

該当する 
計画目標 目標Ⅲ_公共交通に対する安心感の確保 

取り組み 
内容 

 

20）乗り継ぎ拠点におけるわかりやすい乗り継ぎ情報の表示 

・鉄道～バスの乗り継ぎが多いＪＲ福間駅やJR東福間駅、バス相互の乗り継ぎが可能な

主要なバス停、さらに公共交通の車内などで、事前に乗り継ぎの場所やダイヤなどの

情報を提供する方法を検討し導入を目指します。 

 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

20）乗り継ぎ
拠点におけ
るわかりや
すい乗り継
ぎ情報の表
示 

行政 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順次実施 

順次実施 

順次実施 
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施策名 ⑪免許返納者に対する優遇措置の普及促進 

該当する 
計画目標 目標Ⅲ_公共交通に対する安心感の確保 

取り組み 
内容 

 

21）免許返納者に対する環境整備の推進 

・公共交通事業者や行政が実施している免許返納者に対する環境整備の普及を図りま

す。 

 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

21）免許返納
者に対する
環境整備の
推進 

行政        

 

  

順次実施 
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Ⅳ．公共交通利用への意識の醸成 

施策名 ⑫企業と一体となった取り組みの実施 

該当する 
計画目標 目標Ⅳ_公共交通利用への意識の醸成 

取り組み 
内容 

22）車内広告や駅･バス停のネーミングライツ等企業と一体となった取り組みの 

実施 

・バスや車両の車内広告や駅・バス停などのネー

ミングライツを提供することで、収支の改善を

図るとともに、公共交通に対する市民の愛着を

醸成する取り組みを進めます。 

 

＜須恵町コミュニティバス 

ネーミングライツ募集＞ 

○広告の掲載…バス停名称記載 3 箇所 

（道路側 2 か所、歩道側 1 か所） 

○広告の掲載期間…3 年間 

（3 ヶ年以上連続しての契約） 

○掲載料…年 12 万円（消費税等込み） 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

22）車内広告
や駅･バス
停のネーミ
ングライツ
等企業と一
体となった
取り組みの
実施 

行政 

交通事業者 

企業 

       

 

施策名 ⑬地域やコミュニティと一体となった取り組みの実施 

該当する 
計画目標 目標Ⅳ_公共交通利用への意識の醸成 

取り組み 
内容 

23）コミュニティバスの利用促進に向けた地域･コミュニティと行政の共働 

・コミュニティバスの運行における問題点や改善策の提案、利用促進に向けた広報活動

については、沿線地域住民と行政が一体となって検討・実践する仕組みの構築を図り

ます。 

・また、コミュニティバスの運行が困難な地域などにおいて、住民が主体となった移動

手段の運行についても、沿線地域住民と行政が一体となって検討・実践する仕組みの

構築を図ります。 

取り組み 
No 実施主体 

実施時期 
2019年 
（R1） 

2020年 
（R2） 

2021年 
（R3） 

2022年 
（R4） 

2023年 
（R5） 

2024年 
（R6） 

2025年 
（R7） 

23）コミュニ
ティバスの
利用促進に
向 け た 地
域･コミュ
ニティと行
政の共働 

行政 

地域コミュ

ニティ 

  
     

 

■バス停ネーミングライツの事例 
（福岡県須恵町） 

企画・調整 試行実施 

計画 協議・調整 試行実施 


